
事 務 連 絡 
令 和 ７ 年 ３ 月 3 1 日 

各都道府県薬務衛生主管部（局） 御中 
 

厚 生 労 働 省 医 薬 局  
監視指導・麻薬対策課  

 
「大麻草の加工許可申請の審査基準について」の改訂について（訂正） 

 
先般、「大麻草の加工許可申請の審査基準について」（令和７年１月 14 日付け

医薬監麻発 0114 第８号厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課長通知）を発
出したところですが、当該通知は、第一種大麻草採取栽培者の大麻草の加工許
可にかかるものであることから、下記の箇所を削除する訂正をいたしますので、
関係者への周知方御配慮をお願いいたします。 

記 

削除箇所 
（第 17 条第１項の規定において準用する場合を含む。以下同じ。） 
及び第二種大麻草採取栽培者 

以 上 


